
庁内 LAN 端末機（一般業務端末機）の借入れについて、以下のとおり回答します。 

 

P2 Ⅰ仕様書概要説明 4 調達範囲（2）調達物品 エ  

入札時点で原則として製品化されていることとあります。 

製品化とはどういった意味でしょうか。 

A.今回の調達物品であるパーソナルコンピュータ（ソフトウェアを含む）が、既

に商品化され、市場に流通していることを意味します。 

 

P4 Ⅱ調達物品に備えるべき技術的要件 1 ハードウェア（6）記憶媒体   

取り外し可能であることとありますがどういった場合の取り外しでしょうか。 

 取り外しができなければ不可でしょうか。 

A.ハードウェアのうち記憶媒体が故障し交換となった場合に、受注者がデータ消

去ソフト等で内容を消去したうえで持ち帰ることを想定して、取り外し可能とし

ております。また、取り外しの可否については、借入物品仕様書の記載のとおり

です。 

 

P9 Ⅲ性能、機能以外の要件 3 保守支援体制（1）保守サービスの形態 

オンサイト保守に関しまして、当日受付翌日対応の認識でよろしいですか。 

A.性能条件表（様式３）の記載のとおり、当日受付翌日対応のご認識で問題あり

ません。 

 


